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会議録の閲覧のお知らせ
　９月定例会の会議録は11月下旬から長
崎市議会ホームページで閲覧できます。
　また、次の各施設において会議録を閲
覧することができます。

【閲覧ができる場所】
議会事務局／市政資料コーナー（市役所
本館１階）／各地域センター／市立図書
館／香焼図書館／三和公民館図書室／
東公民館／北公民館／滑石公民館／琴
海南部文化センター／県立長崎図書館

委員会名・調査目的 派遣委員 期間 調査都市等・主な項目

長崎駅周辺再整備
特 別 委 員 会

中村　照夫、池田　章子
中西　敦信、中村　俊介
林　　広文、久　八寸志

７月12日 
～14日

久留米市：ＪＲ久留米駅周辺整備事業など
大 分 市：大分駅周辺総合整備事業など
奈 良 市：ＪＲ奈良駅東西駅前広場の整備など

浦川　基継、相川　和彦
浅田　五郎、奥村　修計 
毎熊　政直

７月25日 
～27日

長 野 市：中心市街地活性化基本計画
金 沢 市：トランジットモール
柏 崎 市：柏崎駅前地区プロジェクト

観光客受入対策
特 別 委 員 会

武次　良治、堤　　勝彦
橋本　　剛、福澤　照充
吉原　孝

７月24日 
～26日

志 摩 市：伊勢志摩サミット終了後の観光振興の取り組み
高 山 市：インバウンドの取り組み

中里　泰則、井上　重久 
内田　隆英、馬場　尚之
深堀　義昭

７月24日 
～26日

東京都港区：第２次港区観光振興ビジョン後期計画の
　　　　　　取り組み状況
南 砺 市：世界遺産を活用した観光（五箇山合掌造り集落）

雇用・人口減少対策
特 別 委 員 会

山本　信幸、大石ふみき
後藤　昭彦、佐藤　正洋
向山　宗子

７月18日 
～20日

富 山 市：若者の雇用対策
金 沢 市：若者の雇用対策

山﨑　　猛、五輪　清隆
木森　俊也、幸　　大助

７月11日 
～13日

足 利 市：企業誘致体制
日 光 市：観光を定住につなげる取り組み及び企業立地
　　　　　推進体制
ながさき移住サポートセンター（東京窓口） 
　　　　：ながさき移住についての現在の取り組みと成果

議会運営委員会
平野　　剛、梅原　和喜
岩永　敏博、永尾　春文
西田みのぶ、山口まさよし
野口　達也、筒井　正興

７月24日 
～26日

相 馬 市：議会活性化の取り組み
品 川 区：議会活性化の取り組み
さいたま市：議会活性化の取り組み

特別委員会及び議会運営委員会の付託案件調査事項について、次のとおり行政視察を行いました。

調査報告書は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。

　
次
の
４
件
に
つ
い
て
、可
決
し
ま
し
た
。

▼
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
核
実
験
実

施
に
対
し
厳
重
に
抗
議
す
る
決
議（
内
容
に

つ
い
て
は
、Ｐ
２
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
）

▼
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国（
北
朝
鮮
）

に
対
す
る
日
本
政
府
の
厳
正
な
対
応
を
求
め

る
意
見
書

▼
道
路
整
備
事
業
に
必
要
な
予
算
確
保
に
関

す
る
意
見
書

▼
長
崎
市
議
会
委
員
会
条
例
の一部
を
改
正

す
る
条
例

※
意
見
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
、長
崎
市
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

次
の
人
事
案
件
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ

と
に
決
定
し
ま
し
た
。

▼
教
育
委
員
会
委
員

坂
本　
卓
也　
氏
（
再
任
）

▼
人
権
擁
護
委
員大

岩　
道
子　
氏
（
再
任
）

黒
岩　
英
一　
氏
（
新
任
）

田
中　
直
子　
氏
（
再
任
）

野
々
村
直
子　
氏
（
再
任
）

▼
夜
景
サ
ミ
ッ
ト
２
０
１
７
in
タ
イ
へ
の

参
加
の
た
め
、
議
員
を
派
遣
し
ま
し
た
。

・
派
遣
期
間　
平
成
29
年
７
月
５
日
～
８
日

・
派
遣
場
所　
タ
イ　
バ
ン
コ
ク
市

・
派
遣
議
員　
浅
田　
五
郎
、野
口　
達
也
、

　
　
　
　
　
　
毎
熊　
政
直
、向
山　
宗
子

な
が
さ
き
市
議
会
だ
よ
り

平
成
29
年
11
月
１
日
発
行

編
集
・
発
行
／
長
崎
市
議
会
事
務
局　
〒
８
５
０
‐
８
６
８
５　
長
崎
市
桜
町
２
番
35
号　
TEL
０
９
５
‐
８
２
９
‐
１
２
０
０（
直
通
）

№
158

行　政　視　察

議
員
提
出
議
案

議
員
派
遣

人
　
　

事

　
議
員（
政
治
家
）の
寄
附
は
法
律
で
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
求
め
て
も
い

け
ま
せ
ん
。

　
公
職
選
挙
法
で
は
、議
員（
政
治
家
）が

選
挙
区
内
の
人
に
お
金
や
物
を
寄
附
す

る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。例
え
ば
、

自
治
会
の
集
会・旅
行
や
地
域
の
運
動

会・お
祭
り
へ
の
寸
志・飲
食
物
等
の
差

入
れ
な
ど
、日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
寄

附
行
為
で
あって
も
議
員
は
行
う
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、有
権
者
が
議
員
に
こ
の
よ
う
な

寄
附
を
求
め
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
市
民
の
皆
さ
ま
も
、法
の
趣
旨
を
ご
理

解
の
う
え
、ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。


